
全 住 協 第 １７ 号 

平成２９年４月１１日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

総務委員長 小佐野   台 

 

宅地建物取引業法の一部を改正する法律等の一部施行について 

 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、国土交通省から以下のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。 

                                   敬 具  

 

記 

 

１．通知等資料 (1)宅地建物取引業法の一部を改正する法律及び関係法令の施行について

（平成２９年３月３１日付 国土動第１１３４号） 

(2)（別紙 1）宅地建物取引業法の一部を改正する法律 

(3)（別紙２）宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令 

(4)（別紙３）宅地建物取引業者営業保証金規則の一部を改正する省令 

(5)（別紙４）標準媒介契約(国土交通省告示第２４６号) 

(6)（別紙５）建物状況調査を実施する者が修了することを要する講習を

定める告示（国土交通省告示第２４４号） 

(7)（別紙６）建物状況調査を実施する者が従う基準を定める告示 

（国土交通省告示第２４５号） 

(8)（別紙７）宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 

※(1)は全住協ＨＰ、(2)～(8)は国土交通省ＨＰに掲載。また、各資料（Ｐ

ＤＦ）が必要な場合は下記問合せまでご連絡ください。 

２．送付資料 改正宅建業法（平成２９年４月１日施行分）の主な概要 

３．参考ＨＰ (1) 宅地建物取引業法の改正について 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000132.html 

(2) 宅地建物取引業法 法令改正・解釈について 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html#saikin 

４．問合せ先  (一社)全国住宅産業協会 担当：原田 

          ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１ 

   以 上  

 

 



 

 

改正宅建業法（平成２９年４月１日施行分）の主な概要 

 

以下、宅地建物取引業法の一部を改正する法律及び関係法令の施行について（平成２

９年３月３１日付 国土動第１３４号）等より媒介契約等の部分を抜粋。建物状況調

査等に関する部分は、通知全文（全住協ＨＰに掲載）をご覧ください。 

第１．宅地建物取引業法の改正 

２．改正内容 

(2)宅地建物取引業の業務の適正化及び効率化 

①媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又

は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報

告しなければならない。（法第３４条の２第８項関係）  

②①の規定に反する特約は、無効とする。（法第３４条の２第１０項関係） 

③宅地又は建物の取得者又は借主となる者が宅地建物取引業者である場合におけ

る重要事項の説明については、説明を要せず、重要事項を記載した書面の交付の

みで足りる。（法第３５条第６項関係） 

４．経過措置 

(2)２．(2)①の規定は、平成２９年４月１日前に締結された宅地又は建物の売買又

は交換の媒介の契約（以下「媒介契約」という。）については、適用しない。（附

則第２条第２項関係）  

(3)平成２９年４月１日前に締結された媒介契約については、２．（２）②の規定に

かかわらず、なお従前の例による。（附則第２条第３項関係） 

（媒介契約） 

第３４条の２ 

８ 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又

は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報

告しなければならない。 

10 第３項から第６項まで及び前２項の規定に反する特約は、無効とする。 

（重要事項の説明等） 

第３５条 

６ 次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第

二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。 

宅地建物取引業者

の相手方等 

第１項 宅地建物取引士をして、少な

くとも次に掲げる事項につい

て、これらの事項 

少なくとも次に掲

げる事項 

交付して説明をさせなければ 交付しなければ 

第２項に規定する

宅地又は建物の割

賦販売の相手方 

第２項 宅地建物取引士をして、前項

各号に掲げる事項のほか、次

に掲げる事項について、これ

らの事項 

前項各号に掲げる

事項のほか、次に

掲げる事項 

交付して説明をさせなければ 交付しなければ 

 



 

附則 

（経過措置） 

第２条 

２ 新法第三十四条の二第八項の規定は、施行日前に締結された宅地又は建物の売

買又は交換の媒介の契約（以下「媒介契約」という。）については、適用しない。

３ 施行日前に締結された媒介契約については、新法第三十四条の二第十項の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

 

第４．標準媒介契約約款の改正 

１．改正内容 

(2)売買又は交換の申込みがあったときの報告義務 

媒介契約書及び媒介契約約款に、宅地建物取引業者の義務として、宅地又は建物

に関し売買又は交換の申込みがあったときは、その旨を報告しなければならないこ

とを追加する。 

(3)暴力団等反社会的勢力排除条項 

媒介契約約款に暴力団等反社会的勢力排除条項を追加する。 

＜標準媒介契約約款（例）＞ 

一 標準専任媒介契約約款 

(2)専任媒介契約約款 

（宅地建物取引業者の義務等） 

第４条 乙は、次の事項を履行する義務を負います。 

三 目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、甲に対して、遅滞なく、そ

の旨を報告すること。 

２ 反社条項の追加 

（反社会的勢力の排除） 

第１７条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。 

一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその

構成員（ 以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。） でないこと。

二 自らの役員（ 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いいます。） が反社会的勢力でないこと。 

三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、専任媒介契約を締結するものでない

こと。 

四 専任媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしな

いこと。 

イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 

２ 専任媒介契約の有効期間内に、甲又は乙が次のいずれかに該当した場合には、そ

の相手方は、何らの催告を要せずして、専任媒介契約を解除することができます。

一 前項第１ 号又は第２ 号の確約に反する申告をしたことが判明した場合 

二 前項第３ 号の確約に反し契約をしたことが判明した場合 

三 前項第４ 号の確約に反する行為をした場合 

３ 乙が前項の規定により専任媒介契約を解除したときは、甲に対して、約定報酬額

に相当する金額（ 既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額

とします。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する

額を除きます。） を違約金として請求することができます。 

 



 

第７．宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正 

１．改正内容 

(1)売買又は交換の申込みがあったときの報告について 

(7)建築条件付売買契約の締結について 

第３４条の２関係 

３ 標準媒介契約約款について 

(3) 標準媒介契約約款の運用について 

① 宅地建物取引業者の成約に向けての義務について 

ロ 売買又は交換の申込みがあったときの報告について 

購入申込書等の売買又は交換の意思が明確に示された文書による申込みが

あったときは、依頼者に対して遅滞なく、その旨を報告することとする。依

頼者の希望条件を満たさない申込みの場合等であっても、その都度報告する

必要がある。 

 

第３５条第１項第８号関係 

建築条件付土地売買契約について 

宅地建物取引業者が、いわゆる建築条件付土地売買契約を締結しようとする場合

は、建物の工事請負契約の成立が土地の売買契約の成立又は解除条件である旨を説

明するとともに、工事請負契約が締結された後に土地売買契約を解除する際は、買

主は手付金を放棄することになる旨を説明することとする。なお、買主と建設業者

等の間で予算、設計内容、期間等の協議が十分に行われていないまま、建築条件付

土地売買契約の締結と工事請負契約の締結が同日又は短期間のうちに行われること

は、買主の希望等特段の事由がある場合を除き、適当でない。 

以 上  

 

 

 


























